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家財整理・遺品整理ができる許可業者の公表について 

 

 

 家財整理・遺品整理で出るごみについては、粗大ごみは市の窓口で予約をしていただき、

有料収集により軒先で回収するほか、小さなごみについては分別していただき、ごみステ

ーションに出していただくことにより処分することができます。また、有料になりますが

直接とちぎクリーンプラザに搬入していただくこともできます。 

 しかしながら、高齢者世帯や一人暮らし世帯が増加傾向にあり、粗大ごみが重くて建物

外に運び出せない、分別していないごみの回収をお願いしたい、などの要望があり、その

ような場合は、その方の近所にある市の一般廃棄物収集運搬許可業者を紹介していました。 

 また、先の９月定例会でも市議会議員から、高齢者の施設入所に伴う家財整理などの一

般質問もありました。 

 近年、市民の家財整理・遺品整理で出るごみの収集に係るニーズが増加しているものと

考えられますので、このたび、市民の利便性の向上と市民サービスの充実を図るため、市

の許可業者のうち、家財整理・遺品整理で出るごみを収集運搬できる業者を公表するもの

です。 

 

１ 概 要 

  市の許可業者７０社（H29.11.30 現在）のうち、家財整理・遺品整理で出るごみを収

集運搬できる業者２９社の一覧表を市ホームページで公表します。 

  また、市の窓口でも一覧表を配布します。 

 

２ 公表の内容 

  業者名、住所、電話番号、収集運搬する家財整理・遺品整理ごみの区分を公表 

 

３ 家財整理・遺品整理ごみの収集運搬の一般的流れ 

  ①依頼人による家財・遺品の分別 

  ②一覧表から複数業者を選定 

  ③複数業者に見積依頼（依頼内容の検討） 

  ④契約 

  ⑤業者による収集運搬（宅内回収をしない業者もあります。） 

  ⑥業者がとちぎクリーンプラザに搬入 

 

４ 他市町の状況 

  現在のところ、県内では、一般廃棄物収集運搬許可業者のうち、家財整理・遺品整理

で出るごみを収集運搬できる業者を公表している市町はありません。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】生活環境部 環境課 

      担当 成瀬（とちぎクリーンプラザ内） 

TEL 0282-31-2446 FAX 0282-30-3377 






